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法    －大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号） 

施行規則 －大規模小売店舗立地法施行規則（平成１０年通商産業省令第６２号） 

指針   －大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針 

（平成１９年経済産業省告示第１６号） 
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Ⅰ 大規模小売店舗立地法について 

 

１ 大規模小売店舗立地法の概要について 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）は、平成１２年６月１日から施行された法律

で、大規模小売店舗※１（店舗面積※２が１，０００㎡を超える建物）を設置しようとするものは、

法により定められた事項について届出が必要となります。 

※１「大規模小売店舗」とは、一の建物であって、小売業を行うための店舗の用に供される床面積

の合計が基準面積（１，０００㎡）を超える店舗をいいます。 

※２「店舗面積」とは、小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む）を行うための

店舗の用に供される床面積をいいます。 

 

２ 大規模小売店舗立地法の目的 

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持※３

のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置※４及び運営方針※５について適正な配

慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社

会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としています。 

※３「生活環境の保持」とは、交通渋滞、交通安全、騒音や廃棄物等の問題に適正な対処がなされ

ることにより、通常存することが期待される環境が保持されていることをいいます。 

※４「施設の配置」とは、店舗の位置及び機能を考慮して必要となる駐車場や荷さばき施設並びに

その位置を設定することをいいます。 

※５「運営方法」とは、営業時間や施設の管理時間といった施設の具体的な運営方法を指します。 

 

３ 届出が必要となる場合 

○ 店舗面積が 1,000㎡を超える店舗を新設する場合・・・・・・・・新設（法第５条第１項） 

○ 大規模小売店舗の変更を行う場合 

・・・・・変更（法第６条第１項、法第６条第２項、法附則弟５条第１項） 

○ 大規模小売店舗を廃止する場合・・・・・・廃止（法第６条第５項） 

○ 大規模小売店舗の設置者の地位を承継した場合・・・・・・・・承継（法第１１条第３項） 
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４ 届出事項 

 法第５条第１項第１～６号、施行規則第３条第１項第１～４号・第２項第１～４号に規定されて

います。 

(１) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

(２) 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は

名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

(３) 大規模小売店舗を新設する日 

(４) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

(５) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐車場の位置及び収容台数 

② 駐輪場の位置及び収容台数 

③ 荷さばき施設の位置及び面積 

④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

(６) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

５ 添付書類 

 施行規則第４条第１項第１～１２号に規定されています。 

(１) 法人にあってはその登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し 

(２) 主として販売する物品の種類 

(３) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図

面 

(４) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算

出根拠 

(５) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自

動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 

(６) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 

(７) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯 

(８) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 

(９) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動時間帯及

び位置を示す図面 

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 

(11) 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合に

あっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠 

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及び

その算出根拠 
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６ 大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針 

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を

図る観点から、大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項について、指針が定められていま

す。 

この指針は、交通や騒音、廃棄物などの事項について、大規模小売店舗の設置者が具体的に如何

なる範囲で責任を果たすことが求められているのかを示したもので、届出に当たっては、指針に定

められた事項を踏まえ、大規模小売店舗の施設の配置や運営方法を決めていくこととなります。 
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Ⅱ 届出等の手続き 

１ 法の運用主体 

  法の運用主体は都道府県と政令指定都市とされており、本県の場合は、宮城県と仙台市が法の運

用主体となります。 

  したがって、店舗所在地が仙台市となる大規模小売店舗については仙台市が法の運用主体とな

り、仙台市以外の地域については宮城県が運用主体となります。 

  なお、仙台市の市境に出店する大規模小売店舗については、店舗所在地を管轄する運用主体が対

応することになりますが、事務処理にあたっては、県と仙台市が相互に協力しながら実施すること

にしています。 

 

２ 出店（変更）計画概要書の提出 

県では、建物設置者に対し、法第５条第１項、第６条第２項及び附則第５条第１項の届出を行う

概ね１か月前までに出店（変更）計画概要書の提出について、協力をお願いしています。 

当概要書は出店計画の内容について事前に確認することにより、法に基づく届出を円滑に行うた

めに提出をお願いするものです。 

なお、出店計画概要書の作成に当たっては、開発許可申請、農地法等の各種許可申請の手続き等

との整合性に留意してください。 

 

３ 届出 

(１) 新設（法第５条第１項に基づく届出）     【様式第１】 

店舗面積が 1,000 ㎡を超える店舗を新設する場合（増床や用途の変更などにより店舗面積が

1,000 ㎡を超える場合を含む）、大規模小売店舗を設置する者は法第５条第１項に基づく届出が

必要です。 

① 届出事項 

Ⅰ・４（１）～（６） 

② 添付する書類 

Ⅰ・５（１）～（１２） 

③ 届出時期 

新設を行う８か月前 

（届出書提出後、８か月間は大規模小売店舗の新設をすることができません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

(２) 変更（法第６条第１項に基づく届出）     【様式第２】 

法第５条の届出を行っている者が、以下の事項の変更を行う場合、法第６条第１項に基づく届

出が必要になります。 

① 届出事項 

Ⅰ・４（１）～（２） 

② 添付する書類 

Ⅰ・５（１）～（２） 

③ 届出時期 

変更後遅滞なく 

 

(３) 変更（法第６条第２項に基づく届出）     【様式第３】 

法第５条の届出を行っている者が、以下の事項の変更を行う場合、法第６条第２項に基づく届

出が必要になります。 

① 届出事項 

Ⅰ・４（３）～（６） 

② 添付する書類 

Ⅰ・５（３）～（１２）のうち変更届出の内容に関係する書類 

③ 届出時期 

イ Ⅰ・４（３）～（５）の変更については、変更する８か月前。 

（届出書提出後８か月は届出事項の変更をすることはできませんが、下記（５）軽微な変

更に該当する場合には、届出書提出後８か月を経過しなくとも届出事項の変更を行うこと

ができます。） 

ロ Ⅰ・４（６）の変更については、あらかじめ届出が必要です。 

④ 届出不要な変更（法第６条第２項ただし書き及び施行規則第７条） 

一時的な変更※6又は次に掲げる事項を変更する場合には、届出は不要です。 

１ 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの 

２ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの 

３ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の

合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計（以下

「基礎面積」という。）に千平方メートル又は基礎面積の一割に相当する面積のいずれ

か小さい面積を加えた面積を超えないもの 

イ 法第５条第１項の規定による届出をしている場合であって、法第６条第２項の規定

による届出をしていないとき 当該届出に係る店舗面積の合計 

ロ 法第６条第２項の規定による届出をしている場合 当該届出に係る店舗面積の増加

をした後の店舗面積の合計 

４ 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの 

５ 荷さばき施設の面積を増加させるもの 

６ 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの 

７ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを

行うもの 
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※６「一時的な変更」とは、事故や災害、特別な地域行事又は店舗付近の道路工事等通常予測

することが困難な状況変化に対応するための仮の変更をいいます。 

 

(４) 既存店の変更（法附則第５条第１項に基づく届出）     【様式第８】 

「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（大店法）」の手続きを経て、

法施行時に既に開店している大規模小売店舗（生協・農協等を含む）が、以下の事項の変更を行

う場合、法附則第５条第１項に基づく届出が必要になります。 

① 届出事項 

Ⅰ・４（４）～（６）。なお、届出の際に、変更にかかるもの以外の事項についても併せて

届出していただくことになります。 

② 添付する書類 

Ⅰ・５（１）～（１２）のうち変更届出の内容に関係する書類 

③ 届出時期 

イ Ⅰ・４（３）～（５）の変更については、変更する８か月前。 

  （届出書提出後８か月は届出事項の変更をすることはできませんが、下記（５）軽微な変

更に該当する場合には、届出書提出後８か月を経過しなくとも届出事項の変更を行うこと

ができます。） 

ロ Ⅰ・４（６）の変更については、あらかじめ届出が必要です。 

 

(５) 軽微な変更（法第６条第４項ただし書き） 

大規模小売店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺地域の生活環

境に与える影響が変更前と比して変化しないと県が認めるものについては、届出から８か月の

期間を待たずに変更することができ、説明会の開催も不要です。 

法第６条第４項ただし書きの規定の適用を受けようとする場合は、変更計画概要書の提出の

際に軽微変更承認願【参考様式第１】を提出してください。 

なお、県がこれに該当すると認めない場合は、通常の手続きとなります。 

 

(６) 廃止（法第６条第５項に基づく届出）     【様式第４】 

大規模小売店舗を廃止する場合には、法第６条第５項に基づく届出が必要になります。 

 

(７) 承継（法第１１条第３項に基づく届出）     【様式第７】 

法に基づく届出をしている大規模小売店舗について、譲渡、相続、合併又は分割により、設置

者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出を行う必要があります。 
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４ 説明会の開催 

法第５条１項、法第６条２項（軽微変更を除く）又は法附則５条第１項の規定に基づく届出を行っ

た設置者は、届出から２か月以内に立地市町村において説明会を開催する必要があります。 

(１) 開催日時・場所 

立地市町村の意見を聴くなどし、より多くの地域住民等が参加しやすい日時を設定するととも

に、店舗所在地の周辺で十分な収容規模をもった施設で開催してください。 

 

(２) 開催回数 

説明会の開催回数は、次のとおりとします。ただし、県が必要と判断した場合には下記によら

ないことがあります。 

① 法第５条第１項 

〔店舗面積〕          〔開催回数〕 

1,000㎡超3,000㎡未満         １回 

3,000㎡以上10,000㎡未満        ２回 

10,000㎡以上             ３回 

 

② 法第６条第２項及び法附則第５条第１項 

原則１回とします。ただし、増加店舗面積が 3,000㎡以上の増床届出は２回とします。 

 

(３) 説明内容等 

届出書及び添付書類の内容並びに指針において対応が求められている事項への対応策に基づき、

周辺地域の生活環境への影響について具体的な説明をすることにより地域住民等の理解が十分得

られるよう努めてください。 

なお、資料の配付に当たっては、出店計画概要書を利用するなど、説明会開催者の責任において

準備することになります。 

 

(４) 説明会開催の公告 

設置者は、開催を予定する日の１週間前までに次のいずれかの方法により開催日時、場所、説

明会に関する問い合わせ先等について公告する必要があります。 

① 日刊新聞紙２紙（立地市町村において最大購読部数を有する地方紙１紙、全国紙１紙とす

る。）以上に掲載する。 

② 日刊新聞紙２紙（立地市町村において最大購読部数を有する地方紙１紙、全国紙１紙とす

る。）以上に折り込み広告（チラシ）を入れる。 

③ その他県が適切と認める方法。 

 

(５) 公告の周知範囲 

出店予定地から半径２㎞（隣接市町村を含む）及び立地市町村が必要と判断した区域を周知範

囲とします。 
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(６) 説明会の開催計画 

設置者は、説明会を開催するにあたり、説明会開催計画書【参考様式第２】を作成し、説明会

開催の公告日前に提出してください。 

 

(７) 説明会開催の報告 

設置者は、説明会終了後２週間以内に説明会実施状況報告書【参考様式第３】を作成し、出席

者名簿及び公告の写しを添付した書類を提出してください。 

 

(８) 説明会を開催できない場合 

施行規則第１３条に定める事由により説明会を開催できない場合は、説明会開催不能承認申

請書【参考様式第４】を作成し、速やかに県に提出するとともに、前記（４）の方法で届出内

容の周知を行ってください。 

施行規則第１３条に定める事由 

① 天災、交通の途絶その他不測の事態によって開催が不可能である場合 

② 説明会開催者以外のものによって、説明会の開催が故意に阻害されることによって、説明

会が円滑に開催できない場合。 

 

(９) 説明会を開催する必要のない変更の届出について 

大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどなく、説明会を開催する必要

がないと県が認める変更の場合は、説明会の開催を掲示に代えることができます（施行規則第１

１条第２項）。 

変更の場合で、施行規則第１１条第２項の規定の適用を受けようとする場合は、設置者は掲示

による届出内容説明承認願【参考様式第５】を提出してください。大規模小売店舗の周辺地域の

生活環境に与える影響がほとんどないと県が認める場合とは、以下のものです。 

１．法附則第５条第１項の規定による変更の届出のうち以下のもの。 

○ 一時的な変更 

○ 店舗面積の合計の減少 

○ 駐車場、駐輪場の収容台数の増加 

○ 荷さばき施設の面積の増加 

○ 廃棄物保管施設の容量の増加 

○ 小売業を行う者の開店時刻の繰り下げ又は閉店時刻の繰り上げ 

２．法第６条第２項及び法附則第５条第１項による届出のうち、来客が駐車場を利用すること

ができる時間帯及び荷さばき施設において荷さばきを行うことができる等時間帯を短くす

るもの。 

３．１及び２にかかげるもののほか、法第６条第２項及び法附則第５条第１項による届出のう

ち、その他当該大規模小売店舗周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないと認めら

れるもの。 

  

(10) 説明会の開催を要しない場合 

法第６条第４項ただし書きに定める軽微変更に該当する場合には、説明会を開催する必要があ

りません。 
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５ 意見書の提出 

大規模小売店舗の届出内容について、周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を有する者は、

届出の公告のあった日から４か月以内に、県に対して意見書を提出することができます（大規模小

売店舗が立地する市町村に対しては、県は必ず意見を聴かなければならないこととされています）。 

どなたでも意見書を提出することができますが、指針に沿った内容により意見を述べていただく

ことになります。 

提出された意見書は、県が設置者に意見及び勧告等を行う際の参考とさせていただきます。 

なお、意見の概要については、県公報により公告され、また県庁及び市町村等で意見書の内容が

縦覧されるとともに、設置者にその写しを送付します。 

意見書は別紙【参考様式第６】を参考としてください。任意様式でも差し支えありませんが、住

所、氏名並びに連絡先の電話番号を記載の上、提出願います。住所等の記載がない場合や提出期限

を過ぎて到達した意見書は、参考とできないことになりますので留意願います。 

提出方法は持参、郵送、FAX、Eメールによることとし、意見書の提出期限等は大規模小売店舗の

届出があった都度、県公報によりお知らせします。 

意見書提出先 

担当課：宮城県経済商工観光部商工金融課 

住 所：宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

電話：０２２－２１１－２７４６ FAX：０２２－２１１－２７４９ 

Eメール：syokokins@pref.miyagi.lg.jp 

 

６ 交通対策等現地調査 

県では、一定規模の大規模小売店舗について現地調査を行うこととしています。 

この現地調査は、法の手続きで定められたものではありませんが、大規模小売店舗周辺における

交通対策の重要性に鑑み、出店地周辺における交通対策等の状況を確認し、評価予測の精度を高め

るために実施するものです。 

なお、必要に応じて騒音防止対策や廃棄物処理対策についても調査する場合がありますのでご協

力願います。 

 

（１） 現地調査の対象となる大規模小売店舗 

店舗面積 3,000㎡以上の大規模小売店舗 

（２） 現地調査の実施 

県から現地調査の実施日が通知されますので、説明資料（出店計画概要書及び説明者側で

準備する関係資料）を準備していただき、現地立会い及び会議に出席の上、説明をお願いし

ます。 
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７ 県の意見等 

県では、市町村及び周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を有する者から提出された意見に

配慮するとともに、指針を勘案しつつ、大規模小売店舗の設置者に対し、届出書を受理してから８

か月以内に、県の意見の有無を書面により通知します。 

(１) 県の意見（法第８条） 

県の意見は、設置者に対して、指針に基づき店舗周辺の地域の生活環境の保持の観点から適切

な措置が講じられていない事項の指摘及びそれを改善するための具体的方法についての選択肢

を示すこととしています。 

なお、県が意見を有しない場合は、その旨を通知します。意見を有しない旨の通知が送付され

た場合は、その時点において法手続きは終了となり、届出の日から８か月以内であっても新設・

変更が可能となります。 

 

（２） 自主的対応策の提示 

県から意見が提出された場合、建物設置者は、意見を踏まえた変更をする旨の届出【様式第

５】、又は変更しない旨の通知【参考様式第７、８】を県に対し行います。 

なお、届出から８か月の実施制限に係わらず、自主的対応策の提示後２か月を経過しなけれ

ば新設・変更することができません。 

 

(３) 勧告・公表（法第９条） 

県の意見に対し、設置者から意見を反映した届出事項変更届出書又は変更しない旨の通知が提

出され、その内容が県の意見を適切に反映しておらず、当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活

環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときに、県は

市町村の意見を聴いた上で、指針を勘案しつつ理由を付して勧告を行います。 

勧告が出された場合、届出者は、勧告の内容を踏まえ、必要な変更に係る届出【様式第６】を

行いますが、届出者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、その旨の公表を行います。 

 

(４) 報告（法第１４条） 

県では法の適正な運用を図るため、大規模小売店舗を設置する者及び小売業を行う者に対し

て、次のような必要事項の報告を求めることがあります。 

① 設置者に求める報告事項 

○ 駐車場の充足その他による大規模小売店舗周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業

務の利便の確保のために講じている措置に関する事項 

○ 騒音の発生その他による大規模小売店舗周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講

じている措置に関する事項 

② 小売業者に求める報告事項 

○ 当該小売業の開始日 

○ 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項 

○ 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項 
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８ 公告・縦覧等 

大規模小売店舗立地法では、手続きの透明性を確保する観点から、届出書や意見等の内容を公

告・縦覧するとともに、県のホームページに掲載しています。公告・縦覧する事項と縦覧期間は以

下のとおりです。 

 

公告・縦覧すべき事項 縦覧期間 関係条文 

新設・変更の届出 ４か月 法第５条第３項、法第６条第３項 

市町村及び住民等の意見 １か月 法第８条第３項 

県の意見 １か月 法第８条第６項 

県の意見に対する設置者の自主的対応策 ４か月 法第８条第８項 

勧告（公告のみ） － 法第９条第３項 

勧告に基づく変更届出 ４か月 法第９条第５項 

 

公告は、県庁行政庁舎１階の宮城県掲示板に掲載しています。 

また、縦覧は次の場所で行っています。 

 

 

 

 

［縦覧場所］ 

○ 宮城県経済商工観光部商工金融課 

○ 宮城県県政情報センター 

○ 出店地を管轄する地方振興事務所（仙台を除く）の県政情報コーナー 

○ 出店地の市役所又は町村役場 

［県のホームページアドレス］ 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/rittihou-index.html 
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大規模小売店舗立地法手続きのフロー 

 

 

 

 

 

１カ月 

 

 

                        [公告・縦覧] 

２ 

カ 

月 

４ 

カ 

月                                  [公告・縦覧] 

 

 

８ 

カ 

月                       ※ 店舗面積 3,000㎡以上の場合 

 

 

意見ありの場合 [公告・縦覧] 

          

 

 

 

          [公告・縦覧] 

 

２カ月 

 

 

 

勧告ありの場合 [公告] 

          

 

 

 

          [公告・縦覧] 

 

 

 

 

 

※ 正当な理由なく勧告に従わなかったときはその旨公表します。 

       公表は開店前、開店後に限らず、勧告に従わなかった時点で県が行います。 

出店（変更）計画概要書の提出 

新 設 ・ 変 更 の 届 出 

届出内容周知のための説明会 

○ 地元市町村からの意見聴取 

○ 住民等の意見提出 

交通対策現地調査会 

県 の 意 見 

設置者による自主的対応策

の提示 
地元市町村の意見 

県 に よ る 勧 告 

変 更 の 届 け 出 

公 表 

県が意見を有しない場合、手

続き終了。 

周辺の生活環境の保持のた

めに必要な配慮がなされて

おり、県が勧告を行わない場

合、手続き終了。 

勧告を適正に反映している

場合、手続き終了。 
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様   式   集 

 

 

 

【施行規則に定められた様式】 

 

様式第１ ······· 大規模小売店舗届出書（法第５条第１項） 

様式第２ ······· 変更届出書（法第６条第１項） 

様式第３ ······· 変更届出書（法第６条第２項） 

様式第４ ······· 廃止届出書（法第６条第５項） 

様式第５ ······· 届出事項変更届出書（法第８条第７項） 

様式第６ ······· 届出事項変更届出書（法第９条第４項） 

様式第７ ······· 承継届出書（法第１１条第３項） 

様式第８ ······· 大規模小売店舗を設置しているものの変更届出書（法附則第５条第１項） 

 

 

【県が定めている様式】 

 

参考様式第１ ··· 軽微変更承認願（法第６条第４項） 

参考様式第２ ··· 説明会開催計画書 

参考様式第３ ··· 説明会実施状況報告書 

参考様式第４ ··· 説明会開催不能承認申請書 

参考様式第５ ··· 掲示による届出内容説明承認願 

参考様式第６ ··· 意見書 

参考様式第７ ··· 変更しない旨の通知（届出事項不変更通知書） 

参考様式第８ ··· 変更しない旨の通知（添付書類等変更通知書） 
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様式第１ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               大規模小売店舗届出書 

 

                                年  月  日 

 

 都道府県知事殿 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 

               住所 

 

  大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定により，下記のとおり届け出ます。 

 

                   記 

 

 １ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 ２ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 

   ては代表者の氏名 

 ３ 大規模小売り店舗の新設をする日 

 ４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

 ５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ① 駐車場の位置及び収容台数 

  ② 駐輪場の位置及び収容台数 

  ③ 荷さばき施設の位置及び面積 

  ④ 廃棄物等の保管場所の位置及び容量 

 ６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

  ② 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  ③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

  ④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 

（備考）１ この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第２ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               変更届出書           

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 変更した事項 

  （変更前） 

  （変更後） 

３ 変更の年月日 

４ 変更する理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第３ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               変更届出書           

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 変更しようとする事項 

  （変更前） 

  （変更後） 

３ 変更する年月日 

４ 変更する理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第４ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

              大規模小売店舗廃止届出書 

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第６条第５項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

３ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル（法第３条第２項の規 

 定により都道府県が他の基準面積を定めている区域にあっては、当該他の基準面積）以 

 下となる日 

５ 変更する理由 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 

 

 

 



18 

 

様式第５ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               届出事項変更届出書 

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第８条第７項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 変更しようとする事項 

  （変更前） 

  （変更後） 

３ 変更する年月日 

４ 変更する理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第６ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               届出事項変更届出書 

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第９条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 変更しようとする事項 

  （変更前） 

  （変更後） 

３ 変更する年月日 

４ 変更する理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第７ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

               承継届出書           

                                年 月 日 

 

  都道府県知事 殿 

 

                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所 

 

 大規模小売店舗立地法第１１条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

                   記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併があった年月日 

３ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併前に届出をした者の氏名又は名称及び住所 

４ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併の理由 

５ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併に係る店舗面積 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 大規模小売店舗の譲渡、相続又は合併の事実を証する書類を添付すること。 

    ３ ※印の項は記載しないこと。 
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様式第８ 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

        大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書 
 
                                年 月 日 
 
  都道府県知事 殿 
 
                 氏名又は法人にあってはその代表者の氏名 
                 住所 
 
 大規模小売店舗立地法附則第５条第１項（法附則第５条第３項において準用する場合を 
含む。）の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 
                   記 
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
２ 変更しようとする事項 
  （変更前） 
  （変更後） 
３ 変更する年月日 
４ 以下に掲げるもののうち、上記２の変更に係るもの以外の事項 
 ① 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 
  ては代表者の氏名 
 ② 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
 ③ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
  ①駐車場の位置及び収容台数 
  ②駐輪場の位置及び収容台数 
  ③荷さばき施設の位置及び面積 
  ④廃棄物等の保管施設の位置及び容量 
 ④大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
  ①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
  ②来客が駐車場を利用することができる時間帯 
  ③駐車場の自動車の出入口の数及び位置 
  ④荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
 
（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
    ２ ※印の項は記載しないこと。 
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（参考様式第１） 

軽微変更承認願 

 

                                  年号  年  月  日  

 

 宮城県知事 殿 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名  

               住所又は所在地 

 

 下記の大規模小売店舗に係る変更について、大規模小売店舗立地法第６条第４項ただし書に該当する

変更であることを承認願います。 

 

記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

 

２ 変更しようとする事項 

事項：             

（変更前） 

（変更後） 

 

 

３ 届出予定年月日 

 

 

４ 変更する年月日 

 

 

５ 変更内容が周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないと考える理由 
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（参考様式第２） 

説明会開催計画書 

 

年号  年  月  日 

 

 宮城県知事        殿 

 

                 氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 

                 住所又は所在地 

 

年号 年 月 日付けで届出した大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法第７条の規定によ

る説明会を下記により開催することを届け出ます。 

 

記 

項   目 内       容 

 大規模小売店舗の名称  

 大規模小売店舗の所在地  

 説明会の開催回数  

 第１回説明会  開催日時    年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

 開催場所   名称及び所在地 

 第２回説明会  開催日時    年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

 開催場所   名称及び所在地 

 第３回説明会  開催日時    年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

 開催場所   名称及び所在地 

 公告の方法及び周知範囲等  

 その他  

※添付資料 １．公告の写し又は案 

            ２．周知範囲が明らかな資料 
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（参考様式第３） 

説明会実施状況報告書 

 

年号  年  月  日 

 

 宮城県知事        殿 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 

               住所又は所在地 

 

年号 年 月 日付けで届出した大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法第７条の規定によ

る説明会を下記のとおり開催しましたので実施状況を報告します。 

 

記 

項   目 内       容 

 大規模小売店舗の名称  

 大規模小売店舗の所在地  

 説明会開催日時    年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

 開催場所（名称及び所在地）    

 公告の方法  

 出席者数         人 

 説明者等 設置者： 

小売業者： 

受託者： 

 質問及び意見・要望とそれに対

する応答内容 

 

 

 

 

 

 

備考 １開催毎に作成すること。 

 

※添付資料 １．出席者名簿（１部のみ） 

            ２．公告の写し 

      ３．当日配布した資料 
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（参考様式第４） 

説明会開催不能承認申請書 

 

年号  年  月  日 

 

 宮城県知事        殿 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名   

               住所又は所在地 

 

 大規模小売店舗立地法第５条第１項（第６条第２項）の規定により年号  年  月  日付けで届

出を行った下記の店舗に係る説明会について同法第７条第４項の規定により開催を要しないことを承

認願います。 

 

記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

２ 説明会を開催できない理由 

 

３ 届出内容の周知方法 
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（参考様式第５） 

掲示による届出内容説明承認願 

 

年号  年  月  日 

 

 宮城県知事        殿 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名   

               住所又は所在地 

 

 大規模小売店舗立地法 第６条第２項     の規定に基づく年号 年 月 日付けの届出について、 

                        附則第５条第１項 

同法施行規則第１１条第２項の規定に基づき掲示により届出内容の説明を行いたいので、下記のとおり

申請します。 

 

記 

１ 届出に係る大規模小売店舗の名称の及び所在地 

 

 

２ 変更しようとする事項 

  事項：              

  （変更前） 

 （変更後） 

 

３ 変更する年月日 

 

 

４ 変更内容が周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないと考える理由 
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（参考様式第６）                              （表 面） 

 

 

（参考様式） 

意 見 書 

 

 

                                                               年号    年  月  日   

 

 

 宮 城 県 知 事 殿 

 

 

（住 所）             

（氏 名）             

 

 大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、別紙のとおり意見を提出します。 



28 

        大規模小売店舗立地法第８条第２項に基づく意見          （裏 面） 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 ① 名 称 

  ② 所在地 

 

２ 意見項目（該当する箇所に○を記入） 

 駐車需要の充足等交通について  廃棄物について 

 歩行者の通行の利便の確保について  街並みづくりについて 

 騒音について  その他（          ） 

 

 

３ 意見の内容 

 表  題  

○意 見 

 注１ 「表題」は、意見の内容について、簡潔に記入してください。 

 注２ 「内容」は、意見項目ごとに作成願います。 

 注３ この意見は、裏面がこのまま公告・縦覧されます。 

 注４ 個人・団体の場合は、下記に必ず名称・所在地を記載してください。 

 注５ 個人の場合は、この意見書の縦覧に当たって、住所・氏名の公表を了承する場合 

      のみ、下記に記載してください。 

 氏名又は名称  

 住所又は所在地  
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（参考様式第７） 

 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

届出事項不変更通知書 

                                 年号  年 月 日   

 

 

 宮城県知事        殿 

 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名   

               住所又は所在地 

 

 

 大規模小売店舗立地法第８条第７項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

２ 変更しない理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

        ２ ※印の項は記載しないこと。 



30 

（参考様式第８） 

 

※受理年月日   年 月 日 

※受理番号  

※備  考  

 

添付書類等変更通知書 

                                年号  年 月 日   

 

 

 宮城県知事        殿 

 

 

               氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名   

               住所又は所在地 

 

 

 年号 年 月 日付けで大規模小売店舗立地法第８条第４項の規定に基づく意見のありました事項

について、下記のとおり通知します。 

 

記 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

２ 変更しようとする事項 

（変更前） 

（変更後） 

 

３ 変更する年月日 

 

４ 変更する理由 

 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の項は、記載しないこと。 


